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森林及び林業の動向

第1部
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はじめに

が国では、戦後を中心に造成された約1千万haの人工林が、造林・保育による資

源の造成期から資源の利用期に移行する段階にあり、資源の循環利用を通じて、

持続的な森林経営を確立することが求められている。

一方、木材の需要は、住宅着工戸数の減少等を背景として、長期的に減少傾向にあり、

このままで推移すれば、人口の減少により、更に減少することが見込まれる。

このような中、農林水産省では、平成21（2009）年12月に、我が国の森林・林業を再

生する指針となる「森林・林業再生プラン」を策定して、10年後の木材自給率50％以上

を目指して、効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを進めるとともに、木材の安定供

給と利用に必要な体制を構築することとした。

平成22（2010）年1月には、同プランを踏まえた具体的な改革の内容を検討するため、

「森林・林業再生プラン推進本部」を設置し、同本部の下に設置された検討委員会において、

精力的な議論が進められた。同年11月には、「森林・林業の再生に向けた改革の姿」として、

同プランの推進に当たっての具体的な対策について最終とりまとめが行われ、同本部で了

承された。

また、平成22（2010）年5月には、第174回通常国会で、「公共建築物等における木材

の利用の促進に関する法律」が成立し、同年10月に施行された。同法では、木材の利用

促進に向けて、政府が率先して木材利用に努めるとともに、地方公共団体や民間事業者等

にも主体的な取組を促すこととしている。

本年度報告する「第1部森林及び林業の動向」では、このような最近の新しい動きを踏ま

え、森林・林業の動向や主要施策の取組状況について、国民の関心と理解が深まることを

ねらいとして作成した。

冒頭のトピックスでは、森林・林業の再生に向けた改革について取り上げるとともに、「東

日本大震災」による被害や「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立

等を紹介した。

本編では、第Ⅰ章の特集章において、公共建築物の木造化、木質バイオマスのエネルギ

ー利用、木材輸出を中心に、木材の需要拡大に向けた取組の現状と課題について記述した。

第Ⅱ章以降の各章では、地球温暖化対策、森林の整備・保全、林業・山村、林産物・木材

産業、国有林野の各分野における主な動向を記述した。
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